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４ 病理組織学的検査の標準化（東京都版）を 

視野に入れた取り組み 

 

○藤森英雄  

 

要 約 

 

家畜疾病診断精度管理向上事業により、精度管理が開始されるが、病理検査部門においても同様な精度

管理等が必要と考えられる。病理組織学的検査は、病理組織標本（標本）の鏡検を行う。人の医療分野で

は資格を持った臨床検査技師が標本作成を担っていると思われるが、家畜衛生部門では、病理担当職員が

全てを行っている。標本は、病理診断に影響するため、標準化の必要性を訴える報告書もある。さらに、

家畜衛生分野では、死後の時間が経過した検体が供される場合がある。 

そこで、死後の経過時間の異なる鶏（死亡直後、2、17、27時間）の標本、薄切厚を変えた（2.5、3.5、

4.5、5.5μm）標本、水道水希釈の 10％ホルマリン液（不良固定液）で固定した標本を作製し、組織所見を

比較した。その結果、死後経過の早い段階で変化が観察されたのは、腎尿細管と気管支腺などの腺細胞で

あった。また、薄切厚では、3～4μmが適切と思われたが、筋線維では、より薄い標本の方が観察しやすか

った。不良固定液では、膨化して空胞化したように見える組織像が観察される部位もあることが判明した。 

                    （本演題は、口頭発表で要約と図表のみ掲載しています。） 
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